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次の＜文章１＞・＜文章２＞を読んで、後の設問に答えなさい。 

（*印の付いている言葉には、本文の後に〔注〕があります。） 

 

＜文章１＞ 

 古代ギリシアの哲学者アリストテレスもその主著『形而上学』の冒頭で、「人間はすべて、生まれつ

き知ることを欲する」と述べているが、私たちには何かを知りたいという欲求がある。その欲求が私た

ちの日々の生活の根底にある。そして私たちは知を積み上げ、学問を作りあげてきた。何かを知るため

に求められるのは、私たちの思い込みや偏った見方を排除し、①物を物として見ることである。見る私

と見られる対象、主観と客観との分離がその前提となる。その上で対象をできるだけ正確に把握するこ

とが学問成立の条件となる。 

 物事を正確に把握するために、私たちは、対象を固定し、それを要素に分け、構造を明らかにしよう

とする。その操作が学問には必須であることは言うまでもない。しかし、そのように見る私と見られる

対象とを分離し、分離された対象を固定化し、分割することで、物事はほんとうに把握されるのだろう

かという問いもまた生まれてくる。 

 多くの日本の哲学者の思索の根底には、このような問いがあったと言ってよいのではないだろうか。

「知」の意義はもちろん認めつつ、その根源に立ち返って、そこからあらためて「知」の成立を見直し

てみたいという考えがあったように思われる。 

 というのも物事は動いてやまないもの、変化してやまないものだからである。私たちには、変わらず

にありつづけるもの、自己同一性を保持するものこそ「ある」と言えるものだという固定した観念があ

るが、はたしてそうであろうか。目の前にある樹木にせよ、「自由」といった概念にせよ、「私」という

ものにせよ、変わらずにありつづけるものであろうか。時間とともに変化し、違った相をみせるのでは

ないだろうか。その変化するものを固定化し、分割することには意味があるが、しかしそのことによっ 

て私たちは物事をとらえそこなっているのではないか。むしろ固定化し、分割する以前の事柄そのもの、 

現前しているものそのものに立ち返り、それをその「動性」においてとらえることこそが必要なのでは

ないか。そこからあらためて「知」の意義を考える必要があるのではないか。このような発想が多くの

日本の哲学者の思索の根底にあったように思われる。 

「知」を「知」の形でそのまま受け入れるのではなく、その成立以前に立ち返って理解しようという

思索の徹底性、あるいは根源性ともいうべきものがそこにはあった、あるいはあるように思われる。 

 この現前するものにおいては、見るものと見られるものの区別はない。むしろ両者は一体である。 

＜中略＞ 事柄は単なる「もの」ではなく、むしろ「こと」としてとらえることができる。たとえば野に

咲くスミレを美しいと思い、ウグイスの声を心地よいと感じるとき、そこにあるのは単なる「もの」で

はない。私が美しいと思い、心地よいと感じるという「こと」がそこにある。 

 そこで私たちが経験しているのは、私から区別されたある「もの」の変化や運動が、やはり一つの

「もの」と考えられる私に何らかの刺激を与えたということではない。そこにはスミレを美しいと思

けいじじょうがく 
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い、ウグイスの声を心地よいと感じるという「こと」だけがある。そこでは見る私と見られる花との区

別はない。 

「こと」において重要なのは、「こと」がさまざまな表情で満ちているという点である。スミレの花

を見、ウグイスの声を聞いたとき、私たちはやすらぎや喜びを感じる。それが生きる意欲につながって

いく。私たちから区別された「もの」にはそうした表情がない。しかし私たちの具体的な経験のなかで

は、「もの」は単なる物体としてではなく、そうした表情をもったものとして現前している。この具体

的な経験の中に現前しているリアリティから出発し、そこから「知」がいかに成立してくるのか見てい

こうという意図が、日本の哲学者の思索のなかに見てとれるように思われる。 

 それは日本の哲学者の思索のなかでしばしば知が行為と、理論が実践と深く結びついたものとして意

識されていたことにも関わっている。 

 西洋の哲学においてはたいていの場合、知から身体や欲望、感情などが排除された。その影響を取り

除くことで知が知として成立すると考えられた。しかし多くの日本の哲学者においては、知は身体や感

情、さらに行為と深く関わっていると考えられている。 

 ＜中略＞ 

生きた現実に迫ろうとする姿勢、つまり、ものごとを固定したものとしてとらえるのではなく、絶え

ず変化するものとしてとらえ、そこにどこまでも迫っていこうとする姿勢、既存の「知」の枠組みを超

えて、さらにその根源へと迫っていこうとする姿勢、知を単なる知としてではなく、つねに実践と深く

結びついたものとしてとらえるものの見方は、過去の哲学者のなかだけに見いだされるものではなく、

いまの時代を生きる私たちのなかにも息づいているように思う。それを眠ったものにせず、日々の生活

のなかで考え、行動する糧にすることがいま求められているのではないだろうか。 

 （藤田正勝『日本哲学入門』より） 

 

 

 

＜文章２＞ 

②ケアの倫理とは、二〇世紀の後半に現れた、比較的新しい倫理学の潮流である。その思想が説明され

るとき、よく取り上げられる思考実験に、「ハインツのジレンマ」という問題がある。簡単に説明すれば、

次のようなものだ。 

ある町でハインツという男が妻とともに暮らしている。ある日、妻は重篤な難病に罹ってしまう。町

の薬局にはその病気に有効な薬が置いてある。しかし、あまりにも高額であるため、ハインツには薬を

買うことができない。薬がなければ妻は遠くない未来に死んでしまう。このとき、ハインツはどのよう

に行動することが道徳的に正しいのだろうか。 

ハインツが取ることのできる選択肢は、大きく分ければ、二つある。一つは薬を買わずに妻が死ぬの

を黙って見ていること。もう一つは、薬局から薬を強奪し、妻を助けることである。前者の選択肢を取

かか 
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れば、家族の命を犠牲にすることになるが、法律は犯さないで済む。後者の選択肢を取れば、家族の命

を救う代わりに、法律を犯すことになる。 

実はこの問題では、どちらを選んでも、その選択を正当化するそれらしい論拠を、一応説明できる。

前者を選ぶ場合、その論拠は次のようなものになる。すなわち、自分の家族の命を助けようとすること

は、ハインツにとっての私的な目的に過ぎない。もしも、そうした私的な目的を果たすために、誰もが

法律に違反したら、社会は成り立たなくなる。したがって、たとえ自分の家族の命を助けるためであっ

ても、法律に違反することは許されない。 

一方、後者を選ぶ場合、次のようにその選択を正当化することができる。すなわち、客観的に考えれ

ば、薬局が薬を失うことの経済的な損失よりも、人間が命を落とすことの損失の方が、大きい。したが

って、ハインツが妻の命を助けたということは、薬局が強盗に遭ったという損失を上回る価値を持って

いる。彼は、妻の命を助けた後で、法の裁きを受ければいいだけの話である。 

両者は、最終的な答えこそ異なるものの、その答えを支える論拠が、何らかの普遍的な原則に基づい

て説明されているという点では、共通している。前者は、法律を犯してはならないという原則から、後

者は、客観的な価値の最大化を目指すべきであるという原則から、選択を正当化している。結局のとこ

ろ問題なのは、この二つの原則のうち、どちらがより正しいのか、ということでしかない。 

 ＜中略＞ 

 このように、何らかの原則に基づいて道徳的な問題を解決しようとすると、私たちはその問題が置

かれている具体的な状況を無視してしまう。だからこそそうした解決策は、個別の状況を超えた、普遍

的な妥当性を説明しうるのだ。伝統的な倫理学では、こうした原則に基づくアプローチが重視され、当

事者の置かれている個別性は軽視される傾向にあった。 

ケアの倫理に*1 先鞭をつけた心理学者のキャロル・ギリガンは、この「ハインツのジレンマ」につい

て、興味深い報告をしている。 

彼女はある日、１１歳の男児と女児にこの問題を問いかけた。すると、男児は前に述べたような原則

に基づく説明をしたという。ところが、それに対して女児は、男児とは異なる態度を示した。彼女は、

原則に基づいて論理的に答えを導こうとせず、この問題を前にしてひたすら戸惑う様子を示したのであ

る。 

妻を死なせることなんてできない。そんなことをしたらハインツが辛すぎる。しかし、だからといっ

て強盗をすることも許されない。もしも強盗をして妻が助かったとしても、ハインツが逮捕されて刑務

所に入れられたら、病気の妻はハインツと離れ離れになってしまう。妻は、自分を助けるためにハイン

ツが法を犯したことを、後悔するかも知れない。なんとか、ハインツが強盗をするのではなく、しかし

薬を入手する方法はないのだろうか。たとえば、薬局の人を何とか説得して、薬の代金を後払いにして

もらうとか――そのように*2逡 巡 し始めたのだ。 

 ＜中略＞ 

 ギリガンは、こうした女児の態度をむしろ擁護しようとする。そして、彼女が道徳的に劣っていると

せんべん 

しゅんじゅん 
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見なされるなら、そうした伝統的な倫理学の枠組みそのものが、むしろ*3狭 隘なものではないか、と指

摘する。 

 確かに女児は答えを導き出すことができなかった。しかしそれは、彼女が原則に囚われることなく、

ハインツが置かれていた状況を具体的に想像し、その個別性に基づいて、彼とその妻に共感しようとし

たからである。それに対して、男児はそうした想像力を働かせなかった。彼は当事者に共感しようとは

しなかった。ただ、原則に基づいて論理的に答えを導き出しただけである。それはまるで、数学の計算

を解く作業であるかのようである。 

 それでは、私たちの日常生活において、女児のように他者への想像力や共感を抱く人は、道徳的に劣

っていると見なされるだろうか。もちろんそんなことはない。場合によっては、原則に基づいて論理的

な解を導き出そうとする男児よりも、女児のような人の方が、はるかに道徳的だと見なされるかも知れ

ない。 

（戸谷洋志『生きることは頼ること 「自己責任」から「弱い責任」へ』より） 

 

〔注〕 

*１ 先 鞭
せんべん

をつける ・・・ 人より先に着手すること       

*２ 逡 巡
しゅんじゅん

  ・・・ 決心がつかなくてぐずぐずとためらうこと 

*３ 狭 隘
きょうあい

   ・・・ 度量がせまいこと 

 

 

 

設問１ 次の a～cの問いに対するすべての解答を文意が通るようにまとめなさい。なお、解答の際、

「物を物として見ること」を①、「ケアの倫理」を②と置き換えて表記すること。（175字以

上 200字以内） 

   a ＜文章１＞の下線①「物を物として見ること」とはどういう意味か。 

   b ＜文章２＞の下線②「ケアの倫理」とはどういう意味か。 

 c ＜文章１＞の下線①「物を物として見ること」と＜文章２＞の下線②「ケアの倫理」には 

どのような共通点を見出すことができるか。 

 

設問２ 現代社会において、①「物を物として見ること」や②「ケアの倫理」はどのような場面で

いかすことができるか。①「物を物として見ること」②「ケアの倫理」のどちらかを選

び、具体例を挙げてまとめなさい。（360字以上 400字以内） 

    なお、あなたの選んだ番号（①または②）を解答用紙の決められたところに書きなさい。 

 

問題は以上です 

きょうあい 

みいだ 
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